コンサルタント業務及びホームページ制作・運用委託契約書

Ａ社（以下「甲」という）とＢ者（以下「乙」という）は、コンサルタント業務（以下「本件コンサル」という）及びホームページの制作・運用（以下「本件制作・運用」という）の委託に関し、次のとおり契約を合意する。

第１条（目的及び委託の内容）

本件業務は次の各号からなるものとする。

（１）本件コンサル（委任契約）　乙は、甲に対し、甲の素材収集・作成に必要な助言、指導を行い、情報デザイン業務を通じて、本件制作・運用を行う為のサービスを提供する。

（２）本件制作・運用（請負契約）　乙は、甲に対し、サイト設計・ビジュアルデザイン・コーディング・プログラミング・初期運用指導の業務を通じて、甲の本件制作・運用を請け負う。

（３）前各号に定める業務のほか甲・乙が協議して定める業務
甲は上記（１）（２）（３）の本件業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
２　本件業務におけるシステム仕様等の具体的内容は、甲及び乙が誠心誠意協力し合うこととする。

第２条（業務遂行上の留意事項）

甲は、本件業務の実施にあたっては、次の事項に留意し乙に協力するものとする。

（１）甲の本件業務に関する窓口及び協力者となる、担当責任者及び担当者の決定

（２）本件業務遂行上必要な情報及び社内資料の提供

（３）乙が甲の共同作業者を必要とする場合は、その提供についての協力

（４）その他、本件業務遂行上必要な機器、ソフトウェア等の提供

第３条（開発の期限） 乙は、本件業務を平成＊＊年＊月＊＊日までに納入し、甲のホームページを稼働させるものとする。

ただし、次の各号の一に該当する場合は、乙は甲に対し本件業務のすべてまたはその一部の完了期限の延長を求めることができる。

（１）本件業務遂行に必要な甲の社内資料及び情報等の提供が遅延、又は誤りのため本件業務の進捗に支障が生じたとき

（２）本件業務内容に変更があったとき

（３）天災その他の不可抗力により、期限までに完了できないとき乙は、本件制作後においても、本件システムの完全な運行をめざして甲に協力するものとする。
２．本件制作・運用の仕様、設計等の変更、その他の事由により期限までに乙が本件制作・運用を甲に納入できない場合には、甲乙協議の上、期限を変更することができる。

第４条（委任契約期間）　本契約は、平成＊＊年＊月＊＊日から１年間有効とする。また、期間満了の３か月前までに、契約を更新しない旨の書面による意思表示が当事者のいずれからもなされないときは、本契約は、同一条件でさらに１年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。

第５条（報酬及び委託料）　本件コンサルの報酬及び本件制作・運用の委託料は総額金＊＊萬円（＊＊万円）とし、甲は乙に対し、次のとおり支払うものとする。

（１）
甲は、乙に対して、本件コンサルの報酬として、今回限り４回につき金＊＊萬円（＊＊万円）を＊＊＊＊年＊月末日迄に乙の指定する金融機関に振り込む。

（２）
甲は、乙に対して、本契約の成立後、本件制作・運用の委託料として、金＊＊萬円（＊＊万円）を＊＊＊＊年＊月末日迄に乙の指定する金融機関に振り込む。
（３）
乙が甲に対し、前項第3条の通り、平成＊＊年＊月＊＊日までに納入があった場合、乙に対して、本件制作・運用の残り委託料として金＊＊萬円（＊＊万円）を、＊＊＊＊年＊月＊日迄に乙の指定する金融機関に振り込む。
２．本件制作・運用の仕様、設計等の変更がなされた場合、甲乙協議の上、前項記載の報酬及び委託料の変更を請求することができる。

第６条（実費）　乙が甲に対し本件コンサル及び本件制作・運用を遂行するために要した交通費（出張費、宿泊費を含む）、及び資料収集および調査活動に要した一切の費用は、上記第５条（報酬及び委託料）の範疇に含まれるものとし、乙は制作上かかる経費を、甲の承諾することなしに、別途請求を立てることはできない。
第７条（資料の保管・管理）　乙は、本件コンサル及び本件制作・運用に関して甲より提供された一切の資料・情報を善良なる管理者の注意義務をもって保管・管理し、甲の事前の書面による承諾を得ないで複製し、第三者へ交付し、その他本件制作・運用以外の目的に使用してはならない。

第８条（秘密保持）　乙は、本契約に関連して知り得た甲に関する秘密情報を、本契約の履行中はもちろん、本契約終了後においても、第三者に開示もしくは漏洩してはならない。

２．乙は、本契約の履行に関与する己の従業員その他の者についても、前項の義務を遵守させなければならない。

第９条（検収）　甲は、乙から本件制作・運用の納入を受けた後３０日以内に検査を行い、瑕疵の発見の有無につき遅滞なく乙に通知する。

２．乙は、前項にもとづき甲から本件制作・運用に瑕疵が存在する胸の通知を受けたときは、本件制作・運用につき必要な修正を行い、甲乙で別途協議して定める期限までに再度納入するものとする。

３．第１項にもとづき甲が乙に対し瑕疵を発見しなかった旨の通知をした場合は、その通知が乙に到達した時に、また甲が本件制作・運用の納入を受けた後３０日以内に第１項の通知を発しない場合は、その期間満了の時に、本件制作・運用の検収が完了したものとみなす。

第10条（資料等の返還）　乙は、前条の検収後遅滞なく甲から提供された一切の資料を甲に返還するものとする。

第11条（資料の提供）　甲は、乙が本件制作・運用を遂行するにあたり必要となる一切の資料を乙に対し交付する。

第12条（危険負担）　本件制作・運用の減失・毀損・変質その他による危険の負担は、検収のときをもって乙から甲に移転するものとする。

第13条（保証）　乙は、甲に対し、本件制作・運用が別紙仕様書に合致し、甲の利用目的に適合し、良好に稼動し、また本件契約が第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証する。

２．乙は、本件制作・運用に瑕疵があった場合、検収後３か月間は無償にて修補を行う。

第14条（第三者の権利侵害）　本件制作・運用に関し第三者との間で紛争が生じたときは、甲乙協議の上、誠意をもってこれを解決するものとし、解決に要する費用は、甲および乙の帰責事由の割合に応じて負担する。

第15条（著作権の帰属）　本件制作・運用に関する著作権は、委託料の完済とともに、乙から甲に移転するものとする。乙は、甲が請求したときは、本件制作・運用の著作権の移転登録手続きに協力する。ただし、登録手続きに要する費用は甲の負担とする。

２．前項にかかわらず、同種の技術（プログラム・デザインその他のＩＴ技術）に共通に利用されるノウハウ、ルーティン、モジュール等に関する権利は乙に留保される。

３．本件制作・運用のうち、本契約にもとづき乙が甲に許諾する技術に関する権利は乙に留保される。ただし、乙は甲に対し、これを改変し複製する権利を無償で許諾する。

第16条（譲渡禁止）　甲および乙は、事前に相手方の書面による同意を得た場合を除き、本契約にもとづいて発生する一切の権利を第三者に譲渡し、または担保の目的にしてはならない。

第17条（協議）　本契約に定めていない事項および疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、決定する。

　以上本契約成立の証として、本契約書を２通作成し、甲乙記名捺印の上各１通を保有する。

　
　平成＊＊年＊月＊＊日

　

甲

乙
神奈川県川崎市＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
株式会社　＊＊＊＊＊＊＊＊＊
代表　＊ ＊　＊ ＊
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